
 

再エネ設備導入支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、光熱費の高騰に直面する家庭のエネルギーコストの削減を推進するため、

個人が行う太陽光発電設備及び蓄電池を設置する事業に要する経費に対し、予算の範囲内

で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「補助金適正化法」という。）、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「補助

金適正化法施行令」という。）、総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政省・

自治省令第６号。以下「国規則」という。）、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県

規則第２５号。以下「県規則」という。）、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度

要綱（令和５年１１月２９日府地創第３２７号。以下「国制度要綱」という。）その他法

令等の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）「太陽電池モジュール」とは、太陽の光エネルギーを電気に変換する装置をいう。 

（２）「太陽光発電設備」とは、太陽電池モジュール及び太陽電池モジュールにより発電   

した電力を供給する装置並びにこれらに附属する装置の総体をいう。 

（３）「蓄電池」とは、充電によって繰り返し使用することができる電池及びこれに附属    

する装置の総体をいう。 

（４）「住宅」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第

２条第１項に規定する住宅をいう。 

（５）「既存住宅」とは、住宅のうち、建設工事の完了の日から起算して１年を経過した

建築物をいう。 

（６）「発電出力」とは、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディ

ショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方であって、㎾単位で小数点以下を切り

捨てた値をいう。 

（７）「蓄電容量」とは、蓄電池の定格容量であって、kWh単位で小数点以下を切り捨てた

値をいう。 

（８）「建築物」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する

建築物をいう。 
（９）「契約等」とは、補助対象設備に係る契約、発注、支払い、工事着手その他これらに

類する行為をいう。 
 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該

当する個人とする。 

（１）山梨県内に居住する者であること。 

（２）県税の滞納がない者であること。 



 

（３）山梨県暴力団排除条例（平成２２年山梨県条例第３５号）に規定する暴力団員若し

くは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１に掲

げる全ての要件を満たす太陽光発電設備又は蓄電池（以下「補助対象設備」という。）を

県内の既存住宅に導入する次の各号に掲げる事業とする。 

（１）太陽光発電設備を購入により設置する事業 

（２）既に設置された太陽光発電設備と組み合わせて使用する蓄電池を購入により設置す

る事業 

（３）太陽光発電設備及び当該太陽光発電設備と組み合わせて使用する蓄電池を購入によ

り設置する事業 

２ 前項に定めるもののほか、補助対象事業は、交付決定のあった日（以下「交付決定日）

という。）以降に補助対象設備に係る契約等を行い、令和９年２月１２日までに設置を完

了するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、本補助金の交付対

象外とする。 

（１）中古品の設置、予備品の設置、修繕その他これらに類する事業 

（２）技術開発、実証実験その他これらに類する事業 
（３）関係法令、ガイドライン等を遵守しない事業 
（４）交付決定前に契約等を行う事業 
（５）国の補助金を受給している事業 
（６）その他補助金の趣旨及び交付の目的に照らして知事が適当でないと認める事業 

 

（補助対象設備の設置場所） 

第５条 補助対象設備の設置場所は、補助対象者が居住する山梨県内の既存住宅とする。こ

の場合において、太陽光発電設備については、当該住宅の屋根上に設置するものとし、や

むを得ない理由により当該住宅の屋根上に設置できない場合は、知事の承認を得た上で、

その敷地内に所在する建築物に設置することができるものとする。 

 

（補助対象経費及び補助額） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の交付

額（以下「補助額」という。）は、別表第２に掲げる方法で算出するものとし、予算の範

囲内で交付する。 

 

（補助金の交付の申請） 

第７条 補助対象者は補助金の交付を受けようとするときは、再エネ設備導入支援事業費補

助金交付申請書（様式第１号）（以下「交付申請書」という。）に別表第３に定める関係書

類を添えて、知事に提出しなければならない。 

２ 交付申請書の提出状況において、申請額の合計が予算の上限に達した場合には、前項の



 

規定にかかわらず交付申請書の受付を終了するものとする。 

   

（補助金の交付の決定） 

第８条 知事は、前条の規定による交付申請書を審査した結果、補助金を交付すべきものと

認めたときは、予算の範囲内で交付決定を行い、再エネ設備導入支援事業費補助金交付決

定通知書（様式第２号）により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

（補助金交付の条件等） 

第９条 前条に規定する補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助対象者は、補助事業の内容を変更・廃止しようとするときは、あらかじめ補助

金交付変更等承認申請書（様式第３号）に別表第４に定める書類を添えて、知事に提

出しなければならない。ただし、補助対象経費の各費目相互間において、いずれか低

い額の２０％以内を増減させる場合又は補助対象事業の効果・目的の達成に支障をき

たさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の増額を伴わない

場合は、この限りでない。 

（２）補助対象事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助対象事業の遂行

が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

（３）前各号に掲げる事項のほか、補助事業の実施に当たりこの要綱その他法令及び条

例等の規定を遵守すること。 

（４）前条の通知の受領後、県が本事業の実施状況に関する情報を公表することについ

て承諾すること。 

２ 知事は、前項第１号に規定する補助金交付変更等承認申請があった場合は、その内容を

審査し、適当と認めるときは、補助金交付変更等承認通知書（様式第４号）により、補助

対象者に通知するものとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第１０条 補助対象者は、交付決定を受けた補助対象事業を完了したときは、補助対象事

業を完了した日から起算して１箇月を経過した日又は令和９年２月２４日のいずれか早

い日までに、補助金実績報告書（様式第５号）に別表第５に定める書類を添えて、知事

に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１１条 知事は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、その報告

に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、

交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第６号）により、補助対象

者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１２条 補助金は、前条の補助金の額の確定後に、精算払により支払うものとする。 



 

 

（補助金の交付決定の取消等） 

第１３条 知事は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には、交付決定の全部又は

一部を取消し、又は変更することができる。 

（１）補助対象者がこの要綱の規定に違反したことにより知事の指示を受け、この指示

に従わない場合 

（２）補助対象者が補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

（３）補助対象者が補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 

（４）前３号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助対象事

業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

 

（補助金の返還） 

第１４条 知事は、前条の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを行ったときは、期

限を付して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（書類の保管） 
第１５条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して

５年間、整備保管しておかなければならない。 

２ 取得財産等がある場合は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して第１８条で定める

財産処分制限期間を経過するまでは、前項の帳簿等を整備保管しなければならない。ただ

し、財産処分承認申請（第７号様式）を知事に提出し、その承認を受けた場合は、その年

度までとする。 
 

（補助対象事業の検査等） 

第１６条 知事は、補助対象事業の適正を期するために必要があるときは、補助対象者に対

し報告を求め、又は職員を立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係

者に質問させることができるものとする。 

２ 知事は、前項の検査により、補助金適正化法、補助金適正化法施行令、国規則、県規則、

国制度要綱又はこの要綱の内容に適合しない事実が明らかになった場合には、補助対象者

に対し、適合させるための措置をとることを命ずることができるものとする。 
 

（取得財産の管理） 

第１７条 補助対象者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を、善良

な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第１８条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した、取得価格又は効用

の増加価格が単価５０万円を超える機械、器具その他の財産（以下「処分制限財産」とい

う。）を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定

める耐用年数の期間（処分制限期間）内において、補助金の交付の目的に反して処分する



 

（使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。）ときは、あら

かじめ知事に財産処分承認申請書（様式第７号）を提出し、承認を得なければならない。 
２ 知事は、補助対象者が処分制限財産を処分することにより利益（当該処分により得た収

入から補助対象経費及び必要経費を差し引いた上で生ずる残額）が生じたときは、交付し

た補助金の範囲内でその利益の全部又は一部を県に納付させるものとする。 

 

（調査等への協力） 

第１９条 補助対象者は、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後においても、本補

助金の事業効果等の把握のために必要となる調査その他知事が必要と判断して行う調査

等について、知事に協力しなければならない。 

２ 補助対象者は、前項の規定に基づく調査等の結果について、補助対象設備の種類、発電

出力又は蓄電容量等を知事が公表しようとするときは、これに協力するものとする。 
 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事

が別に定める。 

 

 

 附 則 

１ この要綱は、令和５年２月２８日から施行し、令和４年９月１日から適用する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交

付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年１月１２日から施行する。ただし、改正前の再エネ設備導入支援

事業費補助金交付要綱に基づき交付決定を受けた事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年３月１７日から施行する。ただし、改正前の再エネ設備導入支援

事業費補助金交付要綱に基づき交付決定を受けた事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。ただし、改正前の再エネ設備導入支援

事業費補助金交付要綱に基づき交付決定を受けた事業については、なお従前の例による。 

  



 

別表第１ 補助対象設備の要件（第４条関係） 

補助対象設備 要件 

太陽光発電設備 

 

１ 未使用品であること 

２ 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること 

３ 発電した電気の一部又は全部を補助対象者の居住する住宅におい

て使用するもの 

蓄電池 １ 未使用品であること 

２ 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること 

３ 太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電

力を充放電できるものであること 

４ 蓄電容量が４ｋＷｈ以上であること 

５ 国が行う戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等

支援事業の対象製品として登録のあるもの 

 

別表第２ 補助対象経費及び補助額（第６条関係） 

補助対象経費 補助額 

太陽光発電設備 発電出力×３万円／ｋＷ（上限２７万円） 

蓄電池 ２５万円／台（定額） 

 

別表第３ 補助金交付申請書（様式第１号）の添付書類（第７条関係） 

番号 添付書類 

０１ 補助対象事業等の要件の確認票 

０２ チェックリスト 

０３ 住民票の写し（発行日が申請日以前３箇月以内でマイナンバーの記載のないもの） 

０４ 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこ

との誓約書（様式第１号の２） 

０５ 県税の納税証明書（未納のない証明）（証明日が申請日以前３箇月以内のもの） 

０６ 補助対象設備の導入場所の写真 

０７ 補助対象設備の仕様書 

０８ 補助対象事業の見積書 

０９ 設備導入の同意書※１ 

１０ その他知事が必要と認める書類 

※１ 申請者と補助対象設備の導入場所の土地・建物の所有者が、異なる場合に提出するこ

と。 

  



 

別表第４ 補助金交付変更等承認申請書（様式第３号）の添付書類（第９条関係） 

番号 添付書類 

０１ 事業計画書（補助金交付申請書（様式第１号）別紙） 

０２ 補助事業の変更等の内容を確認できる書類 

０３ 別表第３の番号０１から０９までのうち、変更等となる書類 

 

別表第５ 補助金実績報告書（様式第５号）の添付書類（第１０条関係） 

番号 添付書類 

０１ 補助対象事業等の要件の確認票 

０２ チェックリスト 

０３ 補助金交付決定通知書（様式第２号）の写し 

０４ 補助対象設備の導入場所の写真 

０５ 補助対象設備が未使用品であることが分かる保証書等の写し 

※メーカー保証書等の発行期間を要する場合等は、補助事業に係る契約を締結した

事業者等が、補助対象設備が未使用品であることを証する書面を作成し添付するこ

とにより、これに代えることができる。 

０６ 補助対象事業を実施したことを証する書類（納品書等の写し） 

０７ 契約関係書類（工事請負契約書等）の写し 

０８ 補助対象設備の設置に要した費用とその内訳が分かる書類（請求書等） 

０９ 補助対象事業の支払を明らかにする書類（領収書等）の写し 

１０ 補助金の振込先が分かる書類（通帳等の写し） 

１１ その他知事が必要と認める書類 

 


